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第４期生駒市障がい者福祉計画の策定について 

 

１ 策定根拠 

 現在、平成２４年度から３ヵ年の計画（第５期生駒市ハートフル

プラン）として実施している第３期生駒市障がい者福祉計画が平成

２６年度で終了することから、障害者基本法第１１条第３項に規定

する『市町村障害者計画』及び障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（以下、障害者総合支援法）第８８条第

１項に規定する『市町村障害福祉計画』として、平成２７年度から

平成２９年度までの３ヵ年を計画期間とした『第４期生駒市障がい

者福祉計画』を平成２６年度に策定いたします。 

 

２ 自立支援協議会への意見の聴取 

障害者総合支援法第８８条第８項において、「市町村は、第８９条

の３第１項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害福祉計

画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議

会の意見を聴くよう努めなければならない。」と規定されているこ

とから、第４期生駒市障がい者福祉計画の策定に関して生駒市障が

い者地域自立支援協議会の意見を聴取するものです。 
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